
保険税（料）水準の統一に向けた市町村との協議の状況
納付金制度（運営方針 P.13）

○ 県は市町村ごとの国保事業費納付⾦を決定し、標準保険税率を提⽰し、市町村が保険給付に必要
な費用を市町村に全額支払う。

○ 市町村は保険税（料）率を決定、賦課・徴収し、県に国保事業費納付⾦を納める。

保険税（料）水準の統一に向けた市町村との協議の状況

資料３令和８年１月30日
令和７年度
山形県国民健康保険運営協議会
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納付金の算定方法（運営方針 P.13）

市町村ごとの納付⾦の算定は、被保険者の所得と⼈数・世帯数に基づき按分した上（所得割、均等割、
平等割）で、「所得⽔準」と「年齢構成の差異を調整した医療費⽔準」に応じて決定する。

納付⾦の算定方法

⼭形県の納付⾦総額（＝⼭形県の医療給付費⾒込等総額－国庫補助⾦等の公費）

×｛β※１×(所得（応能）のシェア※２)＋(⼈数・世帯（応益）のシェア※３)｝／(１＋β)

×｛１＋α※４×(年齢調整後の医療費指数－１)｝

× γ※５

＝ 各市町村の納付⾦の額
※１ 所得係数β︓所得（応能）のシェアと⼈数（応益）のシェアの割合を調整する係数
※２ 所得（応能）のシェア︓各市町村の所得が県に占める割合
※３ ⼈数・世帯（応益）のシェア︓各市町村の⼈数・世帯が県に占める割合
※４ 医療費指数反映係数α︓医療費指数（全国平均の医療費を１とした場合の、当該市町村の医療費⽔準を表すもの）をどの程度

反映させるかを調整する係数（０≦α≦１）。α＝１の時、医療費指数を納付⾦に全て反映させる。
※５ 納付⾦基礎額調整係数γ︓県全体の納付⾦総額に合わせるための調整係数

所得、⼈数、世帯に
応じた算定

医療費に応じた算定

最終的な微調整
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現在の国民健康保険税（料）水準の統一の取組み状況（全市町村合意）

将来予想される保険税（料）負担の上昇を平準化することで、県内市町村の国保財政の安定を図
り、本県の国民健康保険制度を将来にわたって持続可能なものとするため、「納付金ベースの統一」
を段階的に実施し、令和１１年度の実現を目指すこととしている。（運営方針P.16）

※１ 納付金ベースの統一
納付金算定で、医療費水準に格差に応じて差があったものを、医療費水準の格差を反映させないものとする

もの。医療費水準格差を反映する係数「α」を全県統一で「ゼロ」にすることとなる。

※２ 完全統一
県内どの市町村に居住していても、同一世帯構成・同一所得水準であれば統一の保険税（料）とするもの。

「完全統一」については、メリットやデメリットを含めた諸課題について、令和６年度以降の適切な時期に
調査・研究する方向で調整することとしている。

本県における保険税（料）水準の統一の理念

Ｒ１１Ｒ１０Ｒ９Ｒ８Ｒ７Ｒ６年度

００．２０．４０．６０．８１
（周知期間）

αの値
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１人当たりの医療費の増加や被保険者数減少の流れの中で、事業運営が困難になる市町村が出て
くることが予想される。
県内市町村の国保財政運営の安定化を図り、将来にわたって持続可能なものとするために、保険

税（料）水準の統一を行う。

納付金ベースの統一
納付金算定で、医療費水準に格差に応じて
差があったものを、医療費水準の格差を反
映させないものとするもの
医療費水準格差を反映する係数を全県統一
で「ゼロ」にする

完全統一
県内どの市町村に居住していても、同一世
帯構成・同一所得水準であれば統一の保険
税（料）とするもの

段階的に実施し、

令和１１年度の実現を
目指す

将来的な検討課題
メリットやデメリットを含めた諸課題につ
いて、令和６年度以降の適切な時期に調
査・研究する方向で調整

国⺠健康保険税（料）⽔準の統一（運営方針 P.16）

4



令和６年６月２６日
厚生労働省保健局国民健康保険課
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令和７年11月11日 財務省
財政制度等審議会・財政制度分科会
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本県の現状と課題

○ 医療の高度化等により医療費が高止まりしている。

○ 被保険者数は減少し、一人当たりの医療費が上昇している。

○ 一人当たりの現年度調定額の水準は10年前と同水準である。

○ 市町村間の一人当たりの調定額の較差が大きい（1.2～1.3倍）。

⇒ 被保険者の負担が重くなっていくことが懸念される。

医療費等の状況

H26 R06 増減

医療費 945.3億円 866.6億円 △8.3%

被保険者数 268,515人 189,755人 △29.3%

一人当たり医療費 341,954円 456,687円 33.6%
※　R06は未確定

H25 R05
一人当たり現年度調定額 99,627円 97,794円 △1.8%
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○ 各市町村が保有する基金や繰越金について、平成30年度と比較し、多くの市
町村で減少している。

⇒ 今後の国保運営が不安定になることが懸念される。

各市町村の財政状況

○ 市町村間で保険税率に大きな格差が生じている。

⇒ 居住する市町村によって保険税（料）に差があることは、被保険者間の公平
性に欠けている。

被保険者間の公平性
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今後の取組（現在市町村と協議中）

○ 令和11年度の「納付金ベースの統一」に向け、継続して医療費の適正化及び
収納率の向上に向けた取組を着実に進めていく。

○ 早期に各市町村の財政の安定化を図り、被保険者間の公平性を確保するため、
完全統一の目標年度を令和15年度に設定し、検討期間及び準備期間を確保した
上で、更なる平準化に向けた取組を推進する。

保険税（料）水準統一の定義（範囲）

○ 今後も国保運営方針やデータヘルス計画等に基づく取組を着実に進め、継続
的に医療費水準等の格差解消に努めることを前提として保険税（料）水準の統
一を進めていくこととする。

保険税（料）水準統一にあたっての前提条件
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保険税（料）水準の統一に向けたロードマップ（たたき台）

全体の方向性

◎ 国保財政の持続性の確保 ◎ 被保険者間の公平性の確保

① 国保財政の安定化 ② 市町村間の保険税（料）の格差解消 ③ 事務・事業の標準化、広域化の推進

R17R16R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6

第２期運営方針 第３期運営方針

見直しの議論 見直しの議論 見直しの議論 見直しの議論

目標

①納付金ベースの統一納付金ベースの統一 移行期間 ②完全統一

統一時期等の目標を記載

① 財政面

② 保健事業等

③ 事務処理標準化等

医療費水準の適正化、収納率の維持・向上に向けた取組の推進

段階的に取組内容を平準化、保険者努力支援交付金の交付額拡大

必要に応じて各市町村条例等の改正、段階的に事務処理を標準化

段階的な保険料率の改定、個別公費・経費の取扱いを平準化

保険税率の完全統一
個別公費・経費、収納率の
相互扶助

共通で取り組む保健事業等
の横展開

減免基準の統一
事務事業の標準化・広域化

保険税算定方法、市町村個別公費・経費の取扱い等の検討

有効な取組内容、統一範囲、費用負担の在り方等を検討

減免基準、各種規定、共通する事務の標準化等を検討

各項目の取扱いを記載
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